
推進計画の進捗状況（要約）            (別添資料）

１．全体的な進捗状況

（１）事業再生・中小企業金融の円滑化

　企業の将来性･技術力を的確に評価できる能力・経営支援の能力等を備えた人材を育成しながら、中小企業金融の円滑化に資する積極的な取組みを行っていくための態勢整備等を行っております。

中小企業経営サポート事業を推進すべく、ソリューション営業部を17年11月に八戸に開設したのを皮切りに、18年2月に弘前、18年4月に青森に開設いたしました。今後は、函館に開設する予定で更なる充実を図って

まいります。

　17年9月末の自己査定に基づき｢経営改善支援対象先｣として248社をリストアップし、「経営改善支援マニュアル｣に基づき、経営改善計画書を策定するなど、経営改善支援活動を強化しております。

また、再生債権先５社を選定し、再生ファンドの活用等も踏まえた事業再生活動を継続実施しております。

中小企業に対する無担保かつ第三者保証不要の資金供給を拡大する意図で取扱いを開始した「みちぎんＣＬＯ融資｣については、17年12月に、30社10億円の目標に対し28社740百万円の実績となりました。

当行独自のビジネスローン「ふるさと応援団｣につきましては、当初目標を45億円から60億円に修正のうえ販売態勢を強化し、中小企業金融の積極的な推進を図っているほか、経営不振に陥っている地元中小企業の

早期事業再生に向け、「ふるさと再生ファンド｣の活用スキームを提案するなどコンサルティング態勢を強化しております。

　今後とも、更なる態勢整備を進めていくとともに、中小企業の支援･育成に向けた取組みを強化してまいります。

（２）経営力の強化
　銀行の経営力の強化のため、新ＢＩＳ規制への適正対応、リスク管理態勢の充実、収益管理態勢の整備に向けて取組んでおりますが、ほぼ計画通りに進捗しており、18年4月に新ＢＩＳ対応システムを導入し、

稼動に向けたデータ整備と規程等の整備を図る予定です。

また、収益管理システムが18年4月から稼動するほか、リスクに見合う金利設定の運用基準策定に向け検討を開始しております。

　企業経営の健全性を確保すべくガバナンスの強化に向けて、内部統制の有効性の確立、監査態勢の充実、法令等遵守態勢の強化等に継続的に取組んでいるほか、財務内容の適正性確認を行う態勢の整備を行って

おります。

証券取引法上の確認書については18年3月期の有価証券報告書から対応することにしております。

　IT技術を戦略的に活用し、法人営業推進や顧客情報基盤の整備、営業店支援機能の強化を図るための検討を行ってまいりましたが、ビジネスマッチングや｢みちのくビジネスクラブ｣の見直しなど具体的な作業に

着手いたしました。

　経営力の強化については、更なる対応が必要であると認識しており、今後とも、経営力の強化に向けた各取組策について更なる対応強化を図ってまいります。

（３）地域の利用者の利便性向上

　地域貢献等に関する情報開示につきましては、当行社外モニターのアンケート調査結果を踏まえ、17年9月期のミニディスクロージャー誌で充実を図りました。

内容につきましても、グラフを多用し、わかりにくい言葉には解説を挿入するなどして内容の平易化を図りました。

　また、お客さまの満足度向上を図るため全店に設置した「象の耳(お客さまの声)カード｣の回収実績は、17年9月から18年3月末までで2,004枚となりました。

当行営業店50カ店を対象とした｢外部機関によるモニタリング調査｣については、全3回実施し、行内指導等に活用中です。

このようにして収集した貴重なお客さまのご意見やニーズは、経営に反映してまいります。

　今後とも、お客さまのニーズについて分析し、お客さまの利便性の向上に努め、また、情報開示につきましても、金融機関としての社会的な責任を考慮しながら、お客さまの目線に立ち、より分かり易いものに

するよう工夫してまいります。
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進捗状況 進捗状況
１７年度 １８年度 (１７年４月～１８年３月） (１７年１０月～１８年３月）

１．事業再生・中小企業金融の円滑化

法人取引
推進室

・ベンチャー企業、中
小企業技術開発等に関
する支援対応として当
行関連会社、業務提携
先と連携し、案件発掘
に取組む。
・農業ビジネスへの支
援として、地場産品に
関わるビジネスマッチ
ング事業を展開し、販
路拡大支援等に取組
む。
・農業金融、専門的審
査ノウハウの蓄積等に
ついて、業務提携先と
連携し、審査・情報提
供態勢を構築する。

・創業・中小企業の新
事業支援に対する機能
強化に向け、本部組織
の見直しを実施する。
・ベンチャー企業の育
成に向け、業務提携先
の政府系金融機関等と
連携強化し、制度融資
の新設等の検討に着手
する。
・農業金融について
は、業種別審査担当者
の配置を検討するほ
か、ビジネスマッチン
グ事業の企画検討に着
手する。

・ベンチャー企業向け
制度融資の活用に向
け、営業推進態勢の強
化を図る。
・農業経営法人に対す
る積極的な情報提供活
動等と並行し、農業ビ
ジネスの活性化を目的
に、県・農林漁業金融
公庫等との連携による
ビジネスマッチング事
業を実現する。

・１７年７月に創業・中小企業新事業支援
部署を審査部から営業統括部へ移設。
・農業金融については、１７年９月、審査
部内に農業審査担当者を新たに設置し、本
部組織の見直しを実施。

・みちのくキャピタル（株）との連携のも
と、１７年１２月に（財）２１あおもり産
業総合支援センターが実施する「グローカ
ル産業創出・集積支援プロジェクト事業」
に関するフォーラムに参加し、案件の実現
性についての具体的な検討を開始。
・上海駐在員事務所を活用した「中国にお
ける地場特産品のビジネスマッチング」に
ついて、上海進出地銀との共同開催につい
て検討を開始。
・農業ビジネス支援として、１８年度下期
におけるビジネスマッチング事業の展開を
目指し、具体的検討に着手。

①取引先企業に対する経営相
談・支援機能の強化

法人取引
推進室

・法人向け情報提供
サービスを目的とした
顧客組織の見直しを図
るとともに、中小企業
オーナーに対するモニ
タリングの強化を図
る。
・顧客ニーズを反映さ
せた情報提供・支援機
能の充実に向けた新た
な手法の構築に取組
む。
・顧客の財務内容検証
のサポートサービス等
について推進態勢を強
化するほか、顧客ニー
ズを幅広く捉えたソ
リューション態勢の構
築を図る。

・取引先企業に対する
経営相談・支援機能強
化策の具体的検討に着
手する。
・ソリューション態勢
面の整備検討を具体的
に行い、中小企業オー
ナーの幅広いニーズに
対応できる体制の構築
を図る。

・営業店が保有するビ
ジネス情報の一元管理
を実施し、取引先企業
に対して有益な情報を
提供できる態勢を構築
する。
・業務連携先とのタイ
アップ等による顧客
ニーズを加味したサー
ビス内容の充実化を実
現し、経営相談・支援
機能の強化を図ってい
く。

・１７年１２月から１８年３月にかけ、金
融情報やサービスの提供を目的とした「み
ちぎんカレッジ」を開講し、資産運用に関
わる金融教養セミナーを実施。
・１８年２月末から、中小企業オーナー
ニーズに関する情報収集活動の一環とし
て、「みちのくビジネスクラブ文化講演
会」を青森・弘前・八戸・函館の四会場で
開催し、モニタリング調査を同時実施。
・ソリューション態勢の構築として、コン
サルティング業務を専担とする八戸ソ
リューション営業部（平成１７年１１
月）、弘前ソリューション営業部（１８年
２月）を立ち上げ、計１３先の融資新規開
拓を実現。
・１８年３月、中小企業基盤整備機構と業
務提携を行い、経営相談・支援業務強化に
向けた態勢を構築。

同左

②要注意先債権等の健全債権
化等に向けた取組みの強化

審査部

・経営改善支援先の事
業再生について、営業
店との連携強化のも
と、早期実現を図って
いく。

・１７年９月期自己査
定に基づき、経営改善
支援先をリストアップ
・｢経営改善支援マニュ
アル｣に基づき、本部
(外部専門機関含む)と
営業店の連携のもと具
体的に経営改善指導活
動を実施

・営業店担当者が企業
訪問等を継続的に実施
し、本部と協議･連携の
もと、事業再生の早期
実現を図る。

・要注意先等の健全債権化に向けた活動を
強化するべく、９月中間期末に一斉に見直
しを実施し、｢経営改善支援対象先｣を再度
２４８社リストアップ
・経営相談･支援機能の強化に向けて、｢経
営改善支援マニュアル｣及び金融検査マ
ニュアル別冊（中小企業融資編）の｢事例
要約版｣を行内にて制定、具体的な活動内
容･活動期間を定め、経営改善支援活動を
推進するべく行内体制を整備し、健全債権
化に向けた活動を開始

同左

（１）創業・新事業支援機能等の
強化

（２）取引先企業に対する経営相
談・支援機能の強化

備　　　考
スケジュール

２．アクションプログラムに基づく個別の取組み

担当部 具体的な取組み
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進捗状況 進捗状況
１７年度 １８年度 (１７年４月～１８年３月） (１７年１０月～１８年３月）

備　　　考
スケジュール

担当部 具体的な取組み

③健全債権化等の強化に関す
る実績の公表等

審査部

・具体的な成功事例も
含め、債務者区分別、
地域別、規模別、支援
内容別等に集計し公表

・公表内容の拡充検
討・公表

同左

・徹底した資産内容の見直しを実施し資産
内容を大幅に健全化、要注意先債権等の健
全債権化に向けた活動を行う態勢を整備
・経営改善支援対象先の決算内容及び債務
者区分認定要因の分析・検証を行い、｢経
営改善計画書｣を策定、健全債権化に向け
た取り組みを強化

・経営改善支援対象先の決算内容及び債務
者区分認定要因の分析・検証を行い、｢経
営改善計画書｣を策定、健全債権化に向け
た取り組みを強化

①事業再生に向けた積極的取
組み

企業支援
室

・中小企業再生支援協
議会の積極的活用
・政府系金融機関等と
の連携により、事業再
生ファンドの組成・活
用を検討

・事業再生に向けた態
勢整備
・中小企業再生支援協
議会の活用促進

・政府系金融機関、中
小企業再生支援協議会
との情報交換、研修会
の実施
・事業再生ファンドの
組成・活用検討

・１７年７月に融資部企業支援室を新設
し、再生債権先５社を選定、事業再生活動
を開始。１７年７月以降に対象企業を含む
７社に対して延べ７６回の企業訪問や外部
機関との協議等を実施
・当行取引先専用の「ふるさと再生ファン
ド」を１７年１０月に設立、現状維持の状
態から一歩踏み込んだ支援体制を構築、１
社の活用実績
・１７年１１月に開催した全店融資部門責
任者会議において、中小企業再生支援協議
会から講師を招き、事業再生に向けた活
動、成功事例等のレクチャーを受け、事業
再生支援に対する重要性の認識を徹底

・１７年１１月に開催した全店融資部門責
任者会議において、中小企業再生支援協議
会から講師を招き、事業再生に向けた活
動、成功事例等のレクチャーを受け、事業
再生支援に対する重要性の認識を徹底
・融資部企業支援室では、再生債権先５社
を選定、企業訪問や外部機関との協議等、
事業再生活動を実施している中で、１社が
「ふるさと再生ファンド」を活用
・来期には融資部企業支援室の当初２名の
人員を４名に増員し対象企業も９社に拡
大、企業再生に向けた取り組みを強化して
行く。

②再生支援事業実績に関する
情報開示の拡充、再生ノウハ
ウ共有化の一層の推進

企業支援
室

・再生支援実績の具体
的事例公表
・事業再生ノウハウの
共有化に向けた公表

・政府系金融機関等の
外部機関との連携強化
による事業再生ノウハ
ウの共有化

・事業再生実績等の具
体的事例公表
・事業再生ノウハウの
共有化に向けた公表

・中小企業再生支援協議会と連携を強化
・再生ファンドの設立により、早期事業再
生に向けた支援体制を整備
・ＲＣＣ、中小企業支援協議会、コンサル
タント会社等外部機関と連携のもと事業再
生活動を継続的に実施、再生ファンドの実
績も１社挙げ、再生ノウハウの蓄積を図る

同左

①担保・保証に過度に依存し
ない融資の推進

法人取引
推進室

・信用格付、財務分析
等の検証に基づき、財
務制限条項を活用した
無担保・第三者保証人
不要の新商品を開発・
推進する。
・当行独自のビジネス
ローン｢ふるさと応援団
シリーズ｣の販売態勢を
強化する。

・特徴ある商品等の調
査、研究を行い、財務
制限条項付融資の在り
方、当行の各種ビジネ
スローンとの商品性の
比較検証を実施する。

・ビジネスローン｢ふる
さと応援団シリーズ｣の
平成１９年３月末残高
目標６０億円達成に向
け、販売態勢を強化し
ていく。
・財務制限条項付融資
商品を開発・推進する
ほか、担保・保証に過
度に依存しない融資推
進態勢の在り方の検証
を継続的に実施する。

・財務制限条項の内容及び活用手法の検討
を引き続き行っているほか、既存の各種ビ
ジネスローンについては、対象マーケット
の分析を再度行ったうえで適用期間の延長
等を中心とした商品の見直し検証を継続的
に実施。

・ビジネスローン｢ふるさと応援団シリー
ズ｣の１８年３月末の残高実績が４６億円
と当初目標４５億円を達成（１９年３月末
残高目標を６０億円に上方修正）。

・ビジネスローン｢ふ
るさと応援団｣の販売
目標
【平成１９年３月末
残高６０億円】

（３）事業再生に向けた積極的取
組み

（４）担保・保証に過度に依存し
ない融資の推進等
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進捗状況 進捗状況
１７年度 １８年度 (１７年４月～１８年３月） (１７年１０月～１８年３月）

備　　　考
スケジュール

担当部 具体的な取組み

②中小企業の資金調達手法の
多様化等

法人取引
推進室

・「みちぎんＣＬＯ融
資」について、平成１
７年９月から１１月ま
で募集を行い、平成１
７年１２月での融資及
び証券化を実現する。
・中小企業の資金調達
手法の多様化実現に向
け、無担保私募債、顧
客債権流動化等への取
り組みについても検討
し、地元企業の経営戦
略をサポートする態勢
を構築する。

・「みちぎんＣＬＯ融
資」の募集（平成１７
年９月～１１月）及び
融資・証券化（平成１
７年１２月）を実行す
る（実行目標を３０社
１０億円に設定）。
・信用保証協会保証付
私募債についても引き
続き推進し、２年間の
獲得目標を１０社１０
億円として取組む。

・無担保私募債、顧客
債権流動化等への取り
組みについて検討を行
い、地元企業の経営戦
略をサポートする態勢
を構築する。

・ＣＬＯ融資については中小企業金融公庫
との連携において、１７年１２月２２日、
２８社に対し７４０百万円の融資（証券
化）を実行済。また、中小企業の資金調達
手法の多様化に対応すべく、売掛債権流動
化等についても具体的検討に着手した。

・顧客の資金調達ニーズ多様化に対応すべ
く、１８年２月に「無担保私募債」の取扱
要綱を制定し、他行優良先の取り込みの強
化を図った（１８年３月末私募債発行実
績、２社・５億円）。
・１８年３月、三井リース事業（株）、み
ちのくリース（株）と業務提携契約を締結
し、金融ニーズへの多様化に対応できる態
勢を構築。
・１８年４月末、当行・荘内銀行・東北銀
行・北都銀行の４行間で連携して、「SPC
設立に伴う債権流動化業務」を開始するこ
とに合意し、５月を目途に中間法人及び
SPC設立等を完了させ、その後速やかに業
務を開始する予定。
・１８年４月には市場誘導業務（株式公開
支援業務）への取組みにも着手し、証券会
社と業務提携を締結し、顧客の市場調達
ニーズに対応できる業務の開始を実現させ
る予定。

･「みちぎんＣＬＯ融
資｣販売目標
【３０社１０億円】
・信用保証協会保証
付私募債の受託業務
目標
【１０社１０億円】

審査部

・顧客説明マニュアル
等の整備
・営業店における顧客
説明の実効性確保
・顧客に対するモニタ
リング実施、分析結果
の検証、還元手法検討

・顧客説明マニュアル
等の整備
・営業店における顧客
説明の実効性確保
・顧客に対するモニタ
リング実施、分析結果
の検証、還元手法検討

同左

・「みちぎんＣＬＯ融資」の募集に際し、
中小企業金融公庫と連携のもと、証券化ス
キーム・証券化費用等に対する顧客向け説
明資料を制定、募集・契約締結までの説明
態勢を整備した上で募集活動を開始
・融資申込時に顧客から提出された書類の
授受を明確にすることを目的に、必要（提
出）書類が一覧表示されるよう｢融資申込
書｣を１８年１月に改定し、融資申込時の
説明態勢を整備
・あわせて｢条件変更依頼書｣を新設し、条
件変更が必要となった背景を的確に把握す
るよう行内態勢を整備

・融資申込時に顧客から提出された書類の
授受を明確にすることを目的に、必要（提
出）書類が一覧表示されるよう｢融資申込
書｣を１８年１月に改定し、融資申込時の
説明態勢を整備
・あわせて｢条件変更依頼書｣を新設し、条
件変更が必要となった背景を的確に把握す
るよう行内態勢を整備

人事部

・行内集合研修の実施
・行外（地銀協）集合
研修への派遣
・自己啓発の奨励

・行内集合研修の実施
・行外（地銀協）集合
研修への派遣
・自己啓発の奨励

同左

《集合研修》
●目利き力強化および中小企業支援スキル
習得
　　を目的とした研修
・企業調査実践研修３１名
・企業調査研修１６名
・財務分析研修１６名
・融資初任者研修２０名
・支店長融資戦略研修１６名
●企業再生スキル習得を目的とした研修
・企業再生講座１５名

《行外研修派遣》
●地銀協講座派遣
・目利き力強化関連講座　７名
・中小企業支援スキル習得関連講座　２名
・企業再生支援スキル習得関連講座　２名
・リレバン関連階層別講座　７名

《外部トレーニー派遣》
●みずほ銀行１名
　　（ソリューションビジネススキルの習得）

《集合研修》
●目利き力強化および中小企業支援スキル
習得
　　を目的とした研修
・企業調査実践研修１４名
・企業調査研修１６名
●企業再生スキル習得を目的とした研修
・企業再生講座１５名

《行外研修派遣》
・地銀協講座派遣
・目利き力強化関連講座　６名
・中小企業支援スキル習得関連講座　１名
・企業再生支援スキル習得関連講座　１名
・リレバン関連階層別講座　４名

《外部トレーニー派遣》
●みずほ銀行１名
　　（ソリューションビジネススキルの習得）
●ＣＲＤ協会１名(１８年４月から派遣予定)
　　(信用リスク分析スキルの習得)

（６）人材の育成

（５）顧客への説明態勢の整備、
相談苦情処理機能の強化
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進捗状況 進捗状況
１７年度 １８年度 (１７年４月～１８年３月） (１７年１０月～１８年３月）

備　　　考
スケジュール

担当部 具体的な取組み

２．経営力の強化

リスク統
括部

・行内ワーキンググ
ループの組成
・各種セミナー参加、
コンサルティングの活
用検討
・リスク計量化関連シ
ステム導入ならびに態
勢整備

・行内ワーキンググ
ループの組成
・各種セミナー参加、
コンサルティングの活
用検討

・システム運用のため
のデータ整備、データ
検証
・新規制に向けた態勢
整備

・１７年８月に新自己資本比率規制対応の
ワーキンググループを発足
・１７年９月に新自己資本比率規制にかか
る採用手法を決定
・１７年１０月に新自己資本比率規制対応
のシステム及びコンサルティング導入を決
定
・１７年１２月に新自己資本比率規制に対
応する為、不動産担保評価システムの統合
（住宅ローン管理の高度化含む）を検討開
始
・１７年１２月にワーキンググループキッ
クオフ
・１８年１月にコンサルティング会社と
セッション開始（業務要件定義）
・コンサルティング会社、システムベン
ダーと１８年２月５回、３月４回のセッ
ション実施
・１８年３月に外部講師を招いての、部室
長向け｢統合リスク管理｣勉強会を実施

・信用リスク管理システムについては、コ
ンサルティング会社とのセッションを終
え、システム導入についても４月上旬を予
定
・金利リスク測定システムについては、シ
ステムベンダー２社からプレゼンテーショ
ンを受けている最中である。

審査部

・信用リスクデータの
蓄積
・個社毎の経費額の算
定
・信用格付モデルの再
構築
・金利設定のための内
部基準の整備
・利便性向上に向けた
商品全般の見直し

・審査基準の継続的見
直しと商品内容の見直
し
・ＡＢＣ原価計算シス
テムと信用リスク管理
システムの連携による
収益管理システムの構
築
・リスクに見合う金利
設定の運用基準の検討

・地銀共同開発システ
ムによるポートフォリ
オ管理･分析の運用開始
・リスク額算定の試行
開始
・信用格付モデルの再
構築
・リスクに見合う金利
設定への取組試行開始
・ＡＢＣ原価計算シス
テムと信用リスク管理
システムの連携による
収益管理システムの再
構築
・リスクに見合う金利
設定への取組開始

・信用リスク地銀共同開発システムへの財
務データ等蓄積が終了し、与信ポートフォ
リオ分析を行う環境を構築
・本部機構改革により、信用格付モデルの
精度検証体制を確立
・リスクに見合う金利設定の運用基準策定
のため、信用格付モデル再構築の必要性を
検討し、１８年度中の開発に向け態勢を整
備、信用リスク定量化分析の高度化を目指
す。

・リスクに見合う金利設定の運用基準策定
のため、信用格付モデル再構築の必要性を
検討し、１８年度中の開発に向け態勢を整
備、信用リスク定量化分析の高度化を目指
す。

①財務内容の適正性の確認 主計室

・東京証券取引所の適
時開示規則に基づく
「有価証券報告書の適
正性に関する確認書」
に対する体制強化
・証券取引法上の確認
書の作成に向けた内部
管理体制の構築・整備

・東京証券取引所の適
時開示規則に基づく
「有価証券報告書の適
正性に関する確認書」
に対する体制強化

・証券取引法上の確認
書の作成に向けた内部
管理体制の構築・整備

証券取引法上の確認書について、平成１８
年３月期の有価証券報告書から対応すべく
内部管理態勢の枠組みを構築。
具体的には、①「内部分掌規程等の整備
（文書化、チェックリストの作成）を中心
とする有価証券報告書の作成プロセス明確
化」、②「業務監査、自己評価制度・内部
宣誓制度等の内部管理態勢に対する有効性
評価手法の確立」に向けた対応を実施

・証券取引法上の確認書について、当行と
しての内部管理態勢の枠組みを構築
・内部分掌規程等の整備（文書化、チェッ
クリストの作成）を中心とした取組みを実
施

（１）リスク管理態勢の充実

（２）収益管理態勢の整備と収益
力の向上

（３）ガバナンスの強化
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進捗状況 進捗状況
１７年度 １８年度 (１７年４月～１８年３月） (１７年１０月～１８年３月）

備　　　考
スケジュール

担当部 具体的な取組み

①営業店に対する法令等遵守
状況の点検強化等

コンプラ
イアンス
統括部

・監査部の営業店臨店
時におけるコンプライ
アンス項目点検の強化
・コンプライアンス責
任者･コンプライアンス
管理者に対する研修強
化

・監査部の営業店臨店
時におけるコンプライ
アンス点検項目の強化
・コンプライアンス責
任者･コンプライアンス
管理者に対する研修強
化

・コンプライアンス委
員会、コンプライアン
ス･チェックリスト、内
部通報制度等の充実を
図りコンプライアンス
態勢の強化を図る。
・各種研修会･会議を通
じて役員主導によるコ
ンプライアンス･マイン
ドの向上を図る。

・コンプライアンス責任者･管理者を全部
室店に配置し内部管理態勢の強化
・コンプライアンス統括責任者である頭取
が全店を巡回しコンプライアンス・マイン
ドの向上を図った。
・各種研修会・会議等においてコンプライ
アンス・テーマを取り入れたほか、コンプ
ライアンス店内研修会は月５回以上開催し
ている。

・平成１７年１０月にコンプライアンス研
修（全部室店長）を実施している中に、頭
取からのコンプライアンス・マインドの向
上ための訓示を盛り込んでいる。
・引き続き、頭取（コンプライアンス統括
責任者）による全店巡回を行い、コンプラ
イアンス・マインドの向上を図った。
・平成１７年１０月からのコンプライアン
ス点検制度において、営業店６９か店の臨
店を実施した。
・営業店のリスク管理意識の向上、不祥事
未然防止のため小冊子「営業店のリスクと
チェック・ポイント」を作成し、平成１８
年４月全店へ配付した。

②適切な顧客情報の管理・取
扱いの確保

コンプラ
イアンス
統括部

・監査部の営業店臨店
時におけるコンプライ
アンス項目点検の強化
・情報管理責任者およ
び担当者に対する研修
強化

・情報管理チェック
シートの有効活用徹底
・監査部臨店時の点検
強化、本部担当部署の
指導強化
・情報管理責任者およ
び担当者に対する研修
実施

・｢個人情報取扱いマ
ニュアル｣を基に個人情
報の取扱いの徹底
・情報管理室による全
営業店における個人情
報の適切な取扱いの定
着のモニタリング･指導

・情報管理室による全部室店の情報管理
チェックシートの毎月点検実施
・監査部臨店監査時における監査項目に情
報管理態勢を追加
・教育体制としては、店内研修を毎月2回
以上実施し、また、コンプライアンス・
ニュースを研修教材として提供し実効性を
高めている

・個人情報取扱い関するリスク・アセスメ
ントを行い、その対策を盛り込んだ「個人
情報取扱いマニュアル」を３月末に完成

法人取引
推進室

・CNS法人向けポータル
サイトの有効活用およ
び法人顧客組織の活性
化により、コンサル
ティング機能の強化を
図るとともに、法人
ニーズに応えるべく、
ITを戦略的に活用して
いく。
・営業店への支援機能
強化のために、情報系
システムの再構築を行
い、顧客サービスの充
実に結び付けていく。

・法人推進機能を審査
管理部門より営業統括
部門へ移行。
・法人顧客組織の活性
化と法人向けポータル
を積極的に展開する。
・情報系システム構築
のための開発計画の策
定。

・情報系システムの再
構築に着手するととも
に、法人向けサービス
の積極推進と多機能化
を実現する。

・CNSと中小企業基盤整備機構との連携に
基づく「経営相談窓口サービス」の開始を
目的として、１８年３月に中小企業基盤整
備機構と業務提携を行い、CNS法人向け
ポータルサイトの有効活用に向けた態勢を
構築。

同左

①地域貢献等に関する情報開
示

広報室

・地域貢献にかかる情
報について、よりわか
りやすく、より見やす
い開示
・利用者の立場に立っ
たホームページの作成

・地域貢献にかかる情
報について、よりわか
りやすく、より見やす
い開示
・金融機関の社会的責
任を考慮した開示項目
の拡充

・情報開示内容につい
て、顧客の声をモニタ
リングし、より充実し
た情報開示を実施

・当行社外モニターのアンケート調査結果
を踏まえ、ディスクロージャー誌に掲載す
る開示情報をわかりやすくしたほか内容の
充実を図った。

・平成１７年９月期のミニディスクロー
ジャー誌にて、中小企業金融の強化に向け
た取り組み状況や地域貢献活動に関する
ページを作成し、情報開示を積極的に行っ
た。

（４）法令等遵守（コンプライア
ンス）態勢の強化

（５）ＩＴの戦略的活用

３．地域の利用者の利便性向上

（１）地域貢献等に関する情報開
示
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進捗状況 進捗状況
１７年度 １８年度 (１７年４月～１８年３月） (１７年１０月～１８年３月）

備　　　考
スケジュール

担当部 具体的な取組み

②充実したわかりやすい情報
開示の推進

広報室

・利用者からの質問や
相談のうち、頻度が高
いものについての回答
事例の作成・公表
・利用者にとって利便
性があり、よりわかり
やすい情報開示の検討

・利用者からの声を吸
収し、わかりやすい情
報開示になるよう活用

・利用者とって利便性
があり、よりわかりや
すい情報開示の検討・
公表

・１７年３月期のディスクロージャー誌を
従来にくらべ読みやすい内容にして発行し
た
・社外モニターに対しディスクロージャー
誌に関するアンケート調査を実施した。
・取引先懇談会を開催し当行の経営内容な
どについて説明(4会場、延べ695名参加)し
たほか、各地で開催されるグリーンクラブ
など外郭団体の会合に役員が参加し、機会
あるごとに積極的に当行の情報を開示し
た。

・１７年９月期のミニディスクロージャー
誌においてグラフを多用し、また言葉の解
説を挿入して内容の充実したわかりやすい
ものとした。

法人取引
推進室

・中小企業オーナーに
対するモニタリングを
適時実施するほか、個
人顧客に対しても「外
部機関によるモニタリ
ング調査」を実施し、
その結果等を分析のう
え、実効性を確保す
る。

・「お客様の声カー
ド」を全店に備え付
け、モニタリング分析
を行うほか、「外部機
関によるモニタリング
調査」を１２月末まで
５０ヵ店程度、３回実
施し、お客様満足度
（ＣＳ）向上運動取組
みの成果を客観的に検
証していく。
・モニタリング結果の
検証、還元手法を定着
化させ、実効性を確保
していく。

・１７年度の定着度合
いを勘案し、継続的に
実施していく。

・１７年９月より全店に設置した「象の耳
（お客様の声）カード」を１８年３月末ま
で２，００４件を回収し、意見等を行内還
元または個別指導を継続的に実施。
・当行５０ヵ店を対象に「外部機関による
モニタリング調査」を３回実施し、分析結
果に基づいた行内指導等を行っている。
・中小企業オーナーに対しては、広報室と
も連携し、県内景況調査（四半期毎）にお
いてモニタリングを実施している。

・１８年２月末から、中小企業オーナー
ニーズに関する情報収集活動の一環とし
て、「みちのくビジネスクラブ文化講演
会」を青森・函館・弘前・函館の四会場で
開催し、モニタリング調査を同時実施。

法人取引
推進室

・商工会議所等の関連
団体への積極的参加に
よる地域連携活動の実
施。
・県・市町村担当部署
との情報交換及び地域
内のＰＦＩ支援ニーズ
の調査、情報収集。
・ＰＦＩ事業の成功事
例先に関する情報整備
及び手法蓄積。

・商工会議所等、関連
団体主催の各種活動へ
の積極的な参画し、Ｐ
ＦＩ支援ニーズの調
査、情報収集活動を実
施する。
・県・市町村担当部署
との情報交換も積極的
に行うほか、ＰＦＩ事
業の成功事例先に関す
る情報整備も行ってい
く。

・ＰＦＩ事業に関する
手法蓄積等を継続実施
しながら、県・市町村
との連携活動を実施し
ていく。

・県・各市町村への継続訪問を行ったな
か、ＰＦＩ事業に関して現段階では未定ま
たは検討中との状況にあることを考慮し、
１７年度については関連団体からの情報収
集を主な活動として行った。

同左

広報室

・実施する施策の状況
について、半年毎の決
算発表時に公表し、
ホームページへの掲載
を実施
・地域の利用者の立場
に立ったわかりやすい
内容で公表を実施

・利用者にとってわか
りやすい公表の方法･内
容を検討
・モニタリング等によ
り利用者の声を把握し
次回以降の公表に活用

・継続的によりわかり
やすい公表への取組み

・ディスクロージャー誌およびミニディス
クロージャー誌の発行による情報開示を推
進
・分かり易さのチェックのためのモニタリ
ングを実施

・平成１７年９月期のミニディスクロー
ジャー誌を発行、当行ホームページにも掲
載
・平成１８年２月社外モニターアンケート
調査による分かり易さのチェックのモニタ
リングを実施

（３）地域の利用者の満足度を重
視した金融機関経営の確立

（４）地域再生推進のための各種
施策との連携等

４．進捗状況の公表

- 7 - （みちのく銀行）


